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「ＪＲ加古川線（西脇市駅－谷川駅間）沿線ウォーキング開催業務」 
 プロポーザル募集要項 

 

１ 業務目的 

ＪＲ加古川線（西脇市駅－谷川駅間）は、近畿で最も厳しい利用状況であるが、同線区

は、地域住民の日常生活や観光・交流による地域活性化に欠かすことができないことか

ら、地域一体となって様々な利用促進策を実施している。 

同線区を利用するきっかけを提供し、沿線の観光資源に触れる機会を創出することに

より、沿線地域への関心を高め、今後の更なる利用につなげるため「ＪＲ加古川線（西

脇市駅－谷川駅間）沿線ウォーキング開催業務」（以下「業務」という。）を実施するこ

ととし、本業務の受託候補者を選定するため、プロポーザル方式（以下「プロポーザ

ル」という。）により企画提案を募集する。 

 

２ 業務の内容 

(1) 業務名    「ＪＲ加古川線（西脇市駅－谷川駅間）沿線ウォーキング開催業務」 

(2) 業務内容   別紙仕様書のとおり 

(3) 業務委託期間 契約締結日から令和９年２月 26 日（金） 

 

３ 委託費（契約上限額） 

  １，５００千円（消費税及び地方消費税含む）を上限とする。 

 

４ スケジュール 

期     日 内     容 

令和８年６月15日（月） 募集の公表 

令和８年６月29日（月） 質問書の提出期限 

令和８年７月２日（木） 質問書に対する回答 

令和８年７月10日（金） 企画提案書提出期限 

令和８年７月中下旬 審査、審査結果通知、契約締結、事業開始 

 

５ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次の全ての要件を満たす者であること。 

(1) 法人又はその他の団体であって、業務を適切に遂行できる能力を有すること。 

(2) 提案する業務が法令等の規定により官公署の免許、許可、認可又は指定を受けてい

る必要がある場合には、当該免許、許可、認可又は指定を受けていること。 

(3)  業務の実施にあたり、発注者との打合せなどに適切に対応できること。 

(4)  業務内容について守秘義務を遵守できること。 

(5) 次のいずれにも該当しないこと。 
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  ① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定による一般競争入

札の参加者の資格制限を受けている者 

  ② 兵庫県、西脇市及び丹波市の指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている 

   者 

③ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生

法（平成 11年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てが行われている者  

④  県税、市税及び消費税及び地方消費税を滞納している者 

⑤  宗教活動や政治活動を主たる目的とする者 

⑥ 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員又はこれに準ずる団体等の統制の下にある者 

⑦ その他公共の福祉に反する活動をしていない者 

(6) 複数の者がグループを構成して申請する場合は、次のとおりとする。 

  ① 代表者を選出し、応募等に係るやり取りは代表者が行うこと。 

  ② 申請書の記名等については、全ての構成者が行うこと。 

  ③ 申請については、１者につき１提案に限る。また、グループの構成者は他のグル

ープの構成者となり、又は単独で申請を行うことは出来ない。 

    なお、代表者及びその構成者は上記の資格条件をすべて満たす必要がある。 

 

６  募集要項の内容に関する質問及び回答 

  本プロポーザルに関する質問及び回答方法は次のとおりとする。 

(1)  受付期間 

 令和８年６月 15 日（月）午後２時から同年６月 29 日（月）の午後５時まで  

(2)  提出方法  

質問は、質問書（様式第５号）に記載し、電子メールにて本書末記の事務局に提出

すること。また、必ず受信を電話で確認すること。 

※電話及びＦＡＸでの質疑は不可とする。 

(3)  留意事項  

件名に「ＪＲ加古川線沿線ウォーキング開催業務プロポーザルに関する質問」と記

載すること。 

(4)  質問に対する回答 

  質問があった場合は、令和８年７月２日（木）午後１時以降に質問・回答内容をホ

ームページに掲載する。 

 

７ 応募方法 

(1) 募集期間 

令和８年６月 15 日（月）午後２時から同年７月 10 日（金）の午後５時まで 

（必着） 

(2) 提出方法 
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応募図書は、持参又は郵送により提出すること。  

※受付時間：開庁日の午前 10 時から午後５時までとする。  

※郵送の場合、電話等により事務局に連絡したうえで、募集期間内に事務局に到着

（必着）するように提出すること。 

(3) 応募図書 

     応募図書は次のとおりとし、Ａ４または Ａ３で作成し、Ａ３の場合は Ａ４サイズ

に折りたたむこと。 

資料にはページ番号を記載するとともに、部数毎にクリップ止めにすること。 

 

 ［応募図書］ 

             書  類  名 様式    部 数 

① 応募申請書   １ 
１部 

(正本１部) 

② 
提案者概要及び業務実施体制調書 

 ※業務実施体制調書は任意様式でも可 
２ 

６部 

(正本１部,副本５部) 

③ 誓約書（兵庫県、西脇市、丹波市） 

３－１ 

３－２ 

３－３ 

各１部 

(正本１部) 

④ 企画提案書 任意 
６部 

(正本１部,副本５部) 

⑤ 経費見積書 ４ 
１部 

(正本１部) 

⑥ その他提案内容を説明する書類 任意 
６部 

(正本１部,副本５部) 

⑦ 

添付書類 

ア)会社概要等提案者の概要を説明する書類 

 （提案者の概要が分かるパンフレット等） 

イ）納税証明書（提出日において発行から３

か月以内のもの） 

 ①消費税又は地方消費税に滞納のない証明 

国税所管：税務署（納税証明書「その３

の２」若しくは「その３の３」） 

②全ての県税に滞納のない証明 

地方税（都道府県）所管：兵庫県内県税

事務所（「納税証明書（３）」） 

 ③西脇市 「納税証明書」 

 各１部 
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  (4) その他注意事項   

①  応募図書の作成、提出等に要する経費は、応募者の負担とする。  

② 応募図書は、審査のためにのみ使用し、応募者には返却しない。 

③  企画提案書については、電子データの提供を求めることがある。 

④ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかに関わら

ず、見積金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算し見積書に記載するこ

と。 

 

 

８ 審査  

(1) 審査の方法 

審査委員会を設置し、書類審査の上、受託候補者を選定する。 

なお、必要に応じて、応募者に対して提出書類の内容の確認、追加書類の提出の依

頼、ヒアリング等を行うことがある。  

  ［評価項目］ 

項 目            主 な 内 容 

企 画 ・本業務の目的を理解した提案となっているか。 

・参加したくなるような魅力ある提案となっているか。 

・地域の観光資源等のコンテンツの特色を活かしたコースで、また来た

くなるような企画提案がされているか。 

・ＪＲのダイヤを考慮した行程となっているか。 

・独自性・オリジナル性がある提案がされているか。 

・全体スケジュールを含め実現可能な提案であるか。 

実  績 ・業務実施のノウハウ、実績を有しているか。 

体  制 ・業務の実施の体制は妥当なものであるか。 

価  格 ・適正な見積金額の内訳が提示されているか。 

 (2)結果の通知 

審査の結果は、事務局から応募者全員に通知する。 

 

９ その他 

(1) 企画に際しては、受託候補者として選定されないこともある点に十分注意のうえ、  

関係者とトラブルがないようにすること。 

 ④丹波市「滞納無証明書」または「完納証

明書」 

 ※市税は納付すべき市税がある場合のみ 
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(2) 次の事項に該当する場合は、無効または失格となることがある。 

  ① 関係書類の提出方法、提出先又は提出期限が守られなかったとき 

  ② 関係書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき 

  ③ 関係書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき 

  ④ 申請書類に虚偽の内容が記載されているとき 

⑤ その他、選考審査において、審査を行うにあたって不適当と認められるとき 

(3) 審査で最高位の評価を受けた者が、参加要件を満たしてない場合は、契約締結が出

来ないので注意すること。（この場合、次順位の者と契約を締結する。） 

(4) 応募手続後、都合により参加辞退する者は、辞退届（任意）を提出すること。 

(5) 業務の実施は、提案内容に基づくものとするが、受託候補者は契約に向けて発注者

の要請に対し、仕様の変更を積極的に検討するものとし、仕様については協議のうえ

変更する場合がある。また、契約額は経費見積書に記載された見積額がそのまま採用

されるものではなく、仕様書を確定した後に確定するものとする。 

 

１０ 事務局 

ＪＲ加古川線(西脇市駅～谷川駅間)利用促進協議会事務局 大内・橋本 

（兵庫県丹波県民局県民躍動室総務防災課内） 

〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原 688 

Tel:0795-73-3718 fax:0795-72-3077 

E-mail: tambakem@pref.hyogo.lg.jp 

 

tel:0795-73-3718

